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 平成３０年１月１７日 

環 境 政 策 部 

 

（仮称）世田谷区たばこルール（素案）の区民意見募集の 

結果及び区の考え方について 

 

１ 趣旨 

（仮称）世田谷区たばこルールは、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区

民協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりの実現を目指している。素

案をとりまとめ、下記の期間、区民意見募集を行ったので、区民意見募集の結果及

び区の考え方について報告する。 

 

２ 意見募集期間 

   平成２９年９月２０日～１０月１１日 

 

３ 意見提出人数と件数 

２２７人（はがき１５７、FAX３、HP５８、封書９）、５６３件 

 

４ 主な意見 

○：賛成意見 ●：もっと厳しい内容にしてほしい  

△：もっと緩い内容にしてほしい ☆：要望・アイディア 

■全体的な意見 

○ルールの策定、内容に賛成である（40件） 

○ルールを徹底してほしい（15件） 

●罰則規定が必要（59件）※歩きたばこ、ポイ捨てのみ罰則も含む 

●努める・配慮するではなく、もっと厳しい内容にすべき（25件） 

●子どもや高齢者、持病の方の健康に配慮した内容にするべき（12件） 

△喫煙者を悪と決めつけてはいけない、共存するルールが必要だ（11件） 

△過度な規制は避けるべき（14件） 

△ルールの策定には反対、現状のままがよい（9件） 

☆国、都、周辺自治体のルールとの調整や連携が必要だ（11件） 

☆たばこ税をもっと活用するべき（8件） 

 

■ルールの適用範囲に関する意見 

●屋外は全面喫煙を禁止してほしい（指定喫煙場所も不要）（12件） 

△民有地までルールや規制を設定する必要はない（21件） 

☆ベランダや階段、庭、室内の換気口などから煙が流れないようにルール化してほし

い（14件） 
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■普及啓発に関する意見 

【指導】 

☆ルールを徹底させるために厳しい指導、注意喚起（パトロール含む）が必要（15件） 

【表示】 

○喫煙禁止であることを見やすく、分かりやすい看板等で周知してほしい（17件） 

☆大量の注意表示などは効果的ではない（8件） 

 

■指定喫煙場所に関する意見 

○喫煙場所を迷惑のかからない場所に設置してほしい（8件） 

●指定喫煙所から煙や匂いがもれないようにしてほしい（個室化など）（26件） 

☆喫煙者が困らないよう、喫煙場所を増やしてほしい、不足している（36件） 

☆喫煙者のために区による喫煙場所の整備費や民間助成をするのはおかしい（8件） 

 

■その他喫煙に関する意見 

☆喫煙者を減らすためのアイディア（29件） 

※増税、販売制限、加熱式たばこの普及などを含む 

 

 

５ 意見概要及び区の考え方  

別紙資料のとおり 
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（仮称）世田谷区たばこルール（素案） 

区民意見募集 意見概要及び区の考え方について 

 

 

参考：（仮称）世田谷区たばこルール（素案）におけるルールの内容 

（１）世田谷区内全域の道路、公園（身近な広場を含む）上を全面禁煙とします（指定喫煙場所は 

除く）。 

（２）道路、公園以外の屋外では、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮 

することとします。 

（３）道路、公園以外の屋外の公共の場所及び沿道・民有地等でも、歩きたばこはしないよう努め 

るものとします。 

（４）区は、指定喫煙場所を整備するとともに、要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指 

定します。 

 

 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

■全体的な意見 

ルールの策定に賛成である 29 
ルールを策定、徹底することにより、区民

にとって健康で安全かつ良好な環境を実現

するよう、取組みを進めてまいります。 

ルール１について賛成である 7 

ルール４について賛成である 4 

ルールを徹底してほしい 15 

ルールに罰則が必要 50 

罰則規定の有無や規制の度合いについて、

たばこルール策定検討委員会でも議論され

てきましたが、喫煙する方としない方が相

互に理解を深め、区民協働により地域のた

ばこマナーが向上するまちづくりの実現を

目指すべきであるとの意見で一致したこと

を踏まえ、現段階では罰則を設けないこと

としています。 

ポイ捨てや歩きたばこに対して罰則が

必要だ 
9 

全体的にルールをもっと厳しくすべき 12 

ルール２について「配慮」ではなくも

っと厳しくすべき 
8 

ルール３について「努める」ではなく

もっと厳しくすべき 
3 

事業者について「努める」ではなくも

っと厳しくすべき 
2 

分煙も推進するべきではない 3 

過度な規制はさけるべき 14 

マナーを守る喫煙者は多いので、厳し

くするべきではない 
1 

ルールの策定に反対・現状のままでよ

い 
9 

資料 
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意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

喫煙者を悪と決めつけてはいけない、

共存するルールが必要だ 
11 今回のルールでは喫煙される方とされない

方が相互に理解を深められる、区民協働に

よりたばこマナーが向上するまちづくりの

実現を目指しております。 
ルールよりも喫煙者のマナー厳守が重

要だ 
2 

子どもに配慮したルールにしてほしい 5 たばこルールを策定するとともに、ルール

の周知、たばこマナーの向上に努めてまい

ります。 

非喫煙者の健康に留意した内容にして

ほしい 
7 

国、都、周辺自治体のルールとの調整

や連携が必要だ 
11 

国や都が検討している受動喫煙防止策は、

主に屋内の部分が対象で、今回、区が検討

対象としているのは屋外についてです。国

や都の制定の動きを注視しつつ、今後整合

を図る必要があれば対応していきたいと考

えています。 

たばこ税を活用するべき 8 

たばこ税収入は、どの事業にも使える一般

財源となっております。たばこルールを実

効性のあるものとするため、必要な予算を

精査し、計上をしてまいります。 

喫煙者のマナーが悪い 14 

今回のルール策定とともに、マナーアップ

に向けた啓発活動の取組みを充実してまい

ります。 

歩きたばこが気になる 6 

自転車や原付バイクに乗りながら喫煙

する人がいる 
2 

ポイ捨てが多い 16 

自動車からポイ捨てする人がいる 4 

喫煙者のマナーで迷惑をかけられたこ

とはない 
1 

歩きたばこを禁止してほしい 9 

現在も区内全域で歩きたばこを禁止してい

ますが、今回のルール策定にあたり、誤解

が生じないよう、ルールの表現をより分か

りやすく修正いたします。 

■ルールの適用範囲に関する意見 

屋外は全面喫煙を禁止してほしい（指

定喫煙場所も不要） 
12 

喫煙者と非喫煙者が相互に理解を得られる

よう、適切に指定喫煙場所の整備を進める

ことにより、より良い環境づくりを進めて

まいります。 

すべての道路よりも区域を限って禁止

したほうがよい 
1 

ご意見を参考にさせていただきます。 

屋外は規制するべきでない 1 
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意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

公共の場所の規制だけでは受動喫煙が

心配 
3 

民有地内での喫煙に関し、区の介入が難し

い事案もあります。しかしながら、公共の

場所にいる区民等へのたばこの煙による迷

惑防止を図るため、ルールの内容に明記い

たしました。 

民有地までルールや規制を設定する必

要はない 
21 

ベランダや階段、庭、室内の換気口な

どから煙が流れないようにルール化し

てほしい 

14 

「私道」も禁止であることを明記して

ほしい 
1 

指定喫煙所以外はすべて禁煙にしてほ

しい（屋内・屋外ともに） 
5 

今回区が対象としているのは屋外空間につ

いてです。屋内の規制については国や都が

検討を進めていますので、国や都の制定の

動きを注視しつつ、今後整合を図る必要が

あれば対応していきたいと考えています。 

屋内（レストランや公共の建物等）を

全面禁煙にしてほしい 
6 

屋内の完全分煙化を徹底する 9 

飲食店での喫煙の可否を入口に明示し

てほしい 
1 

住宅内においても禁煙にしてほしい 1 

屋内での受動喫煙対策をルールに盛り

込んでほしい 
5 

車内についても同乗者の受動喫煙を防

止するルールがほしい 
1 

■目標に関する意見 

目標をもっと高く設定してほしい 4 
今後の達成状況を見極め、必要に応じ検討

してまいります。 

■普及啓発に関する意見 

啓発活動をもっと増やしてほしい 2 

区による啓発・周知を進めるほか、区民や

事業者が協働して啓発活動を行うことによ

り、地域全体のたばこマナー向上を目指し

ていきます。 

ルールを徹底させるために厳しい指

導、注意喚起が必要 
15 

指導を徹底するにもコストがかかるの

で効果的な対策が必要 
1 

障がい者にもルールを周知してほしい 1 

ポイ捨て対策として携帯灰皿を義務付

けしてほしい 
4 

喫煙禁止であることを見やすく、分か

りやすい看板やポスター等で周知して

ほしい 

15 路面標示シート、電柱等での啓発、マナー

アップサイン等のデザイン公募等を行い、

周知の徹底を図ってまいります。 マナー向上のためのポスターや標語を

募集する 
1 
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意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

公共の乗り物で広告する 1 

大量の注意表示によって街の景観を阻

害させないでほしい 
4 

関連部署と連携しつつ、検討を進めてまい

ります。 

街の中に単に表示を増やせばルールが

守られるわけではない 
1 

標示板などで啓発しても効果が少ない 1 

既存の制度である地区限定の路上禁煙

表示などは撤去してほしい 
1 

電柱への表示の推進は、無電柱化を推

進するのと矛盾している 
1 

区の取組みをもっと充実させ、より先

進的なものにすべき 
4 たばこルールを策定するとともに、まちを

きれいにする取組みを区民の皆様、事業者

の協力をいただきながら、推進してまいり

ます。 

もっと区民の意見を聞いてほしい 2 

清掃活動にも力を入れてほしい 1 

しっかりと予算を確保してほしい 1 

■指定喫煙場所に関する意見 

喫煙場所を迷惑のかからない場所に設

置してほしい 
8 

公共の場所にいる区民等へのたばこの煙に

よる迷惑防止に配慮の上、指定喫煙場所の

選定、整備を進めるとともに、要件を満た

した民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定

していきます。また、現在、区内の指定喫

煙場所は不足しており、かつ住宅都市世田

谷では適地がなかなか見出せないことか

ら、民間の喫煙場所整備を促すため、事業

者の協力もいただきながら、整備を促進し

てまいります。 

駅前には指定喫煙場所は設置しないで

ほしい 
2 

官民が連携して喫煙場所を設置する 4 

ポイ捨て防止のためにも指定喫煙場所

を増やしてほしい 
1 

指定喫煙所から煙や匂いがもれないよ

うにしてほしい（個室化など） 
26 

民間が喫煙場所を設置する際はルール

を厳しくしてほしい 
6 

喫煙者のために区による喫煙場所の整

備費や民間助成をするのはおかしい 
8 

喫煙場所を設置する場所があるのか 4 

現在の屋外の灰皿からの受動喫煙が心

配 
2 

喫煙者が困らないよう、喫煙場所を増

やしてほしい、不足している 
36 

たばこ事業者の協力を得ながら、広域生活

拠点や地域生活拠点内の道路や公園を重点

に喫煙場所整備に取り組んでいきます。ま

た、他区の事例も参考として、民間の喫煙

場所整備に対する助成制度の導入も視野に

入れて整備を進めてまいります。 
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意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

指定喫煙場所を有料化する 1 
ご意見を参考にさせていただきます。 

指定喫煙場所を時間制にする 1 

■喫煙に関する意見 

たばこをやめた人にインセンティブを

付与する 
1 

関連部署と連携しつつ検討を進めてまいり

ます。 

たばこのパッケージを手に取りたくな

いデザインにする 
4 

ご意見を参考にさせていただきます。 
たばこの値段、税金を高くする 8 

たばこの販売に制限をかける 8 

喫煙者の保険料を高くする 2 ご意見を参考にさせていただきます。 

加熱式たばこへの対策も必要である 3 国では加熱式たばこについて、健康への影

響がまだ明確になっておらず、規制の対象

としていません。火を使わない、煙も出な

いことから、区としても現時点では屋外で

の規制の対象と考えていませんが、国や都

の取組みと整合を図りつつ、加熱式たばこ

の取り扱いを検討していきます。 

加熱式たばこを普及させる 3 

ルールだけでなく、喫煙者の健康対策

が必要だ 
14 

関連部署と連携しつつ検討を進めてまいり

ます。 

緑化により、喫煙者のストレス軽減が

出来るとよい 
1 ご意見を参考にさせていただきます。 

たばこの素材を自然に返るものにする 1 ご意見を参考にさせていただきます。 

■その他の意見 

その他の意見 16  

 


